
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

有害物質分解装置

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　学校、病院及び化学製品製造工場等の屋内空気中に含まれる有害物質を、触媒
フィルターを利用して分解・除去する装置である。

○構造、仕様、意匠
　有害物質を分解する触媒フィルター及び送風ファン等で構成される。
　触媒フィルターの目詰まり防止のために、プレフィルターを取り付ける場合も
ある。
　
○ 主な使用者、販売先
学校、病院、化学製品製造工場等

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「空気清浄機」として取
り扱う。

（理由）
　空気中の特定物質を除去する機能を集塵機能とみなし、「空気清浄機」として
取り扱うのが妥当と判断する。


